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1  概況

社会福祉施設については,各節においてふれているところであるが,ここでは全般的な概況と全施設に共通する諸問題につ
いてふれることにする。

社会福祉施設には大別して,保護施設,老人福祉施設,身体障害者更生援護施設,婦人保護施設,児童福祉施設,精神薄弱者援護
施設,母子福祉施設等があつて,おおむね対象者の福祉に欠ける状態の程度,種類,性格,年齢別に機能的に分化しており,その
設置経営主体は一部の施設を除き,国,地方公共団体および社会福祉法人とされている。

社会福祉施設の数,入所定員,現在員,職員数は第4-4-1表のとおり昭和44年末現在で総数2万2千施設総入所定員135万人,現
在員127万人,職員数は専任,兼任合わせて18万人に達している。

第4-4-1表 社会福祉施設数,定員,現在員および従事者数(44年12月末現在)

最近においては,国地方公共団体,民間社会事業家の努力により,これら施設のなかでもねたきり老人・心身障害者(児),保育
に欠ける児童のための施設の整備充実が図られている。しかしながら,なお現在求められている施設サービスをみたすこ
とができず,また将来はさらに要収容者,利用者が増加する見込みである6このように施設数は絶対的に不足している状況
なので今後,重点的かつ計画的な整備をすすめる必要がある.
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2  社会福祉施設の整備

社会福祉施設数の年次別推移は,第4-4-2表のとおりである。施設数は全体としてはかなりの増加傾向にあ
る。これは,わが国が経済規模の拡大に伴い,経済的余力を備えてきたことから,ある程度の財政資金を社会
福祉施設の整備,運営に投入できるようになつたことや,老人,心身障害者(児)や保育に欠ける児童等,経済の
繁栄から取り残されがちな人々に対する福祉サービスヘの国民の関心が高まつたことなどと関連して国,
地方公共団体,民間の努力が実を結びだしてきたことによるものと考えられる。

第4-4-2表 社会福祉施設数の推移

これらの施設のうち,ねたきり老人や重度の心身障害者(児)のための施設は,特別養護老人ホームが40年末
の36施設から44年末の109施設へ,重度身体障害者援産施設が3施設から7施設へ,重症心身障害児施設が3
施設から20施設へと,それぞれ増加している例にみられるように特にのび率が高い。

これは,こうした施設の数が他の施設に比較して少ないことにもよるが,国としてこのような施設について
は,特に緊急に整備する必要があるため増設に努めていることによる面が強い。また,施設の増加数につい
てみると人口構造の老齢化や核家族化,共稼ぎ世帯の増加等の社会経済の変化を反映して,養護老人ホーム
等の老人ホームや保育所などの増加が大きい。
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反面,戦後一時期においては社会的需要が高かつたものの,国民生活が比較的向上した今日の時点において
は社会的需要が相対的に低くなつている宿所提供施設,母子寮等のような施設もあり,社会経済上の変動に
対応して施設の役割が変遷しているということができる。

社会福祉施設の定員については,施設数のこのような増減とほぼ同じ動きを示しているということができ
る。

一方,戦前または戦後早い時期に設置された木造の老朽施設は多く,入所者の処遇の向上および施設の保安
上の観点から,今日放置できない状態となつている。国ではこのような施設については,昭和38年度から補
助金を優先的に交付するとともに,無利子の融資の措置を講じ,ブロック造りまたは鉄筋コンクリート造り
に建て替えを促進している。44年度においては第2次3か年計画の第2年次分として国庫補助金4億700万
円,都道府県補助金2億380万円,社会福祉事業振興会の無利子融資3億800万円を投入し,保育所,保護施設,養
護老人ホーム,老護施設等の施設が59か所建て替えられている。しかし,この措置も民間の老朽施設の建て
替えの場合に限れているものであり,公立の老朽施設の建て替えについては特にこのような助成措置は講
じられていない。このため,公立の老朽施設の建て替えは遅々としてすすまない現状にある。調査によれ
ば,44年4月30日現在で民間の木造老朽施設は約17万m 2あることが明らかになつており,また,公立の老朽
施設もおよそ90万m2あるものと推計され,助成措置によるその建て替えの促進が強く望まれているところ
である。

このような老朽施設の建て替えをも含めて社会福祉施設全般の整備水準は前述したようにきわめて低い
状態にある。特にねたきり老人のための施設や重度の心身障害者(児)のための施設および医療技術の進歩
等に伴い,新たに専門的処置を要することが明らかになつている自閉症児,脳性小児麻ひ,難聴幼児,進行性
筋萎縮症児のための施設整備の水準は,その施設サービスの社会的需要に比するとき皆無か,さもなければ
皆無に等しい実情にある。

国では,今日,国民福祉の向上を図るため,このように大幅に不足している社会福祉施設を緊急に整備する必
要に迫られているところである。
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3  社会福祉施設の整備財源

社会福祉施設の整備財源は,昭和44年度において約200億円に達しており,その内訳は第4-4-3表 のとおり
である。

第4-4-3表 社会福祉施設の整備財源の内訳(44年度)

このうち,国庫補助(負担)制度は,地方公共団体や桂会福祉濠人などが施設を整備する場合にその整備費の
1/2に相当する金額を国が補助(負担)するものである。44年度においては前年度の7億円増の43億円,45年
度においては前年度の10億円増の53億円が計上されている。

その配分実績を施設ごとに44年度についてみると,特別養護老人ホームが最も多く10億200万円(49か所)
ついで保育所の6億3,300万円(523か所),養護老人ホームの4億8,800万円(53か所),精神薄弱児施設の2億
9,100万円(35か所),精神薄弱者更生施設の2億4,900万円(30か所)の順となつている。

都道府県補助(負担)制度は,市町村や社会福祉法人などが施設を整備する場合にその整備費の1/4に相当す
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る額を都道府県が補助(負担)するものである。

特別地方債は,地方公共団体が社会福祉施設等を整備しようとする場合に年金積立金の還元融資として行
なわれるものであり,整備財源のなかでは最も高い割合を占めているものである。

社会福祉事業振興会融資制度は,民間社会福祉施設の整備に必要な資金として貸し付けられるものであり,
その貸付条件は,利率5分1厘1毛,無利子期間最長2年,償還期限最長20年である。貸付原資は,国庫出資金の
ほかに39年度から導入された資金運用部資金借入金でまかなわれており,44年度は35億円(うち借入金33
億円),45年度は41億円(うち借入金38億円)と毎年増額が図られている。

公営競技益金の配分金は,いわゆる競輪,オートレース競艇の益金の一部が民間社会福祉事業に補助されて
いるものであつて,補助の実施主体はそれぞれ日本自転車振興会,日本小型自動車振興会,日本船舶振興会と
されており,それぞれ相当額の資金が毎年施設整備のために投入されている。なおこれらの記分金は,国庫
補助金の交付されたものについては,配分されないこととされている。

また,お年玉年賀葉書寄附金は,寄附金つきお年玉つき郵便葉書の寄附金の相当部分が,共同募金については
いわゆる赤い羽根による共同募金の寄附金の相当部分が民間社会福祉施設の整備費に配分されているも
のである。

主要な整備財源は以上のとおりであるが,整備財源の確保および調達方法,補助,融資条件,設置者の自己負
担等については,なお問題も多く,早急な解決が必要である。
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4  社会福祉施設の職員

社会福祉施設に従事する職員数の年次別推移は第4-4-4表のとおりである。このうち,いわゆる収容施設で
養護老人ホームの職員数の占める割合が高い。これら職員の職種には,施設長,職業指導員,生活指導員,児
童指導員,保母,寮母,医師,看護婦,PT(理学療法士),OT(作業療法士),栄養士,調理員,事務員等多岐にわたつて
いる。

第4-4-4表 社会福祉施設の職員数の推移(専任のみ)

社会福祉施設の職員はこのように必ずしも充足されていない現状から,国においては従来より,社会福祉事
業関係職員の充足には意を注いでいるところであり,東京(本科400人,研究科100人)および大阪(本科100
人,研究科50人)の社会事業大学に職員の養成を委託するとともに,資格認定講習会,福祉事務所現業職員研
修等の社会福祉事業職員研修および社会福祉事業職員通信教育を委託しているところである。

しかし,最近における若年労働力のひつ迫によつて,施設において特に専門職員の確保を図ることが増々困
難となつてきており,その養成確保の抜本対策を講じることが喫緊の課題となつている。

民間の社会福祉施設の常勤職員の待遇改善の一環とされている現行の制度として社会福祉事業振興会の
運営している退職手当共済制度がある。この制度による毎年度の退職手当金の支給に要する費用は国と
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都道府県の補助金と施設経営者の負担する掛金によりまかなわれており,国と都道府県がそれぞれ給付費
の1/3という高率の補助を行なつている関係もあり,施設経営者の掛金は比較的低く定められている。ちな
みに44年度においては施設経営者の掛金は職員1人につき年額1,550円であり,他方退職手当金の計算の基
磯となる額は17,300円と定められていた。ところが,従来の制度は退職者の本給のいかんを問わず,一律に
退職手当金の計算基礎額が定めることとしていたため,関係各方面から公務員の場合に準じて,退職者の本
俸の額に応じて計算基礎額を定めるべきであるとの強い要望があり,45年度からはこの計算基礎額を退職
者の退職月前(退職日が月の末日である場合は,その月以前)の最後の6か月間の平均本俸額が,26,000円以上
のときは26,000円とし,その額が26,000未満のときは19,000円とし,本制度のいつそうの充実が図られるこ
ととなつた。しかし,なお本制度の加入対象施設がごく限られており,社会福祉施設職員の待遇の向上を図
るうえから,その拡大が望まれているなど,今後改善すべき点が残されている。

第4-4-5表 社会福祉施設職員退職手当共済事業の概況
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5  社会福祉施設の運営

社会福祉施設については,おおむね生活保護法,老人福祉法,児童福祉法等社会福祉関係法律の規定に基づく
措置のための委託が制度化されており,施設に該当者を委託した場合,施設の運営費に関して,公費負担が行
なわれることとされている。その負担割合は原則として国が8/10都道府県または市が2-10とされている
が,市町村立,社会福祉法人立の保育所,母子寮などは,国が8/10,都道府県が1/10,市町村が1/10とされてお
り・市町村長の住民福祉を図るうえでの責任が他のものに比して明確化されている。

運営費は,施設入所者の飲食物費を主とする事業費と施設の職員の給与等人件費を主とする事務費からな
つている。このうち事務費の主要部分を占める施設職員の人件費は,国家公務員に準じて格付けされてお
り,毎年度国家公務員のベースアップに見合う給与水準の引き上げが図られている。

昭和44年度においては,社会福祉施設の職員の待遇改善を図るため,3か年計画で施設長,指導員,医師,看護
婦,寮母,保母等の職種の給与改善(格付是正)の措置を講じることとし,初年度分として,このための費用15億
円を計上するとともに,特別養護老人ホームの寮母等業務の困難な職種にかかる俸給の調整額(3億円)の創
設が図られ,また,各種施設の職員の増員,肢体不自由児通園施設の運営費の新設,旅費,庁費の増額等,運営費
について所要の改善が行なわれた。この結果,施設運営費の改善分総額は43億円となり,国庫が負担する施
設運営費の総額は692億円となつている。

さらに,45年度においても,職員の給与改善費(格付是正3か年計画の2年次分)として26億円が計上されると
ともに,庁費の大幅増額(職員1人当たり10,500円から16,000円への増額),各種施設の職員の増員等が行な
われ,この結果施設運営費の改善分総額は99億円となり,施設運営費総額は880億円となつている。

このように,運営費の改善は人件費をはじめとして年々図られているが,それにもかかわらず改善がいまだ
十分でないこと等もあつて,とくに最近では,民間の社会福祉施設の運営に種々困難をきたしている状況に
ある。なかでも,保母,寮母,看護婦,指導員等,入所者の処遇にあたる施設の職員の業務はとくに困難をきわ
めるものだけに,できるだけの待遇改善を行なうよう毎年努めているが,施設の職員の確保が年々深刻化す
るだけに職員の待遇改善は喫緊の課題となつている。
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1  福祉事務所

福祉事務所は地域住民と密接に接触を保ちつつ社会福祉行政の推進にあたる第一線機関であり,福祉行政推進の中核をなすも
のである。その設置については,社会福祉事業法に定めがあり,都道府県,市および特別区は設置の義務が課せられ,町村は任意
に設置することができる。昭和44年6月1日現在福祉事務所の総数は1,032か所であり,このうち郡部を管轄する都道府県が設
置する福祉事務所は348か所,市および特別区が設置するもの682か所,町村が設置するもの2か所となつている。

第4-4-6表 社会福祉施設運営費の推移(当初予算)

福祉事務所の業務は,生活保護法,児童福祉法,母子福祉法,老人福祉法,身体障者害福祉法および精神薄弱者福祉法のいわゆる社
会福祉六法に定める,援護,育成または更生の措置に関する事務をつかさどるほか,その他の社会福祉に関する事務も,各都道府
県知事または市町村長からの委任等により,必要に応じて取り扱つている。

福祉事務所の職員は,所長,指導監督を行なう所員,現業を行なう所員,事務を行なう所員のほか,各福祉法による身体障害者福祉
司,精神薄弱者福祉司,老人福祉指導主事,児童福祉司等により構成されており,全国の福祉事務所の総職員数は44年6月1日現在
3万4,078人が配置されている(第4-4-7表参照)。このうち特に現業を行なう職員は,福祉事務所活動の中心となり,社会福祉六
法の要援護者の措置の必要の有無およびその種類を判断し,生活指導および調査等にあたるが,その業務の遂行にあたつて専
門的な知識および技能を要し,その活動が社会福祉行政の推進役たる重要な職員でもあるので,社会福祉事業法で一定の資格
基準をも定めるとともに,必要な職員についての定数基準を定めている。44年6月1日現在で9,544人の現業員が配置されてい
る。

第4-4-7表 福祉事務所職種別職員数(44年6月1日現在)
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現業員の業務については,福祉各法の制定に伴う業務量の増大,生活保護事務の偏重等が従来から問題となつており,また,近年
社会福祉の分野で老人,児童,身体障害者等いわゆる社会福祉五法の分野に対する国民の関心も高まり,この分野における現業
員の活発な活動が強く望まれているところである。このため43年度において,地方交付税により,人口10万人当たり2人の割合
でこれら福祉五法を専門に担当する現業員を配置する措置がとられることとなり,44,45年度にはそれぞれ2人づつが増員さ
れ,45年度において人口10万人当たり6人の五法担当現業員を福祉事務所に配置する財政的裏づけが確保されたところであ
る。この現業員の職務は従来から配置されている各福祉法による身体障害者福祉司,老人福祉指導主事等の担当専門職員の指
導監督を受けて各福祉法の第一線業務を行なうものであり,今後の活躍が期待されており,44年6月1日現在717名が配置され
ている。

福祉事務所制度は発足して19年を経たが,最近の急激な社会経済情勢の変動,また,各福祉施策の内容の充実は,第一線機関であ
る福祉事務所の運営にあたつて種々検討すべき問題が生じている。

第1は福祉地区(福祉事務所は福祉地区ごとに1か所設置される。)に関することで,町村合併による新市の誕生や人口の都市集
中等により,管内人口5万未満の小規模福祉地区が全体の3割を占めるに至り,反面管内人口20万以上の大規模なものが全体の1
割に達するというように福祉地区の規模の格差が顕著になつてきており,さらに郡部の福祉地区についていわゆる飛び地がか
なりみられるという状態で福祉地区の適正規模という観点からの再検討が必要となつている。

第2は専門職員の確保の問題である。社会福祉五法担当現業員は前述のごとく44年6月1日現在717名に達したが,今後福祉五
法業務の実施体制の強化を図るためには,なお大幅な増員が必要である。一方現業員のうちその資格を有している者の率は
72.1%と低いので,資格認定講習会等の実施により有資格者の確保充実を図つていく必要がある。

最後に,福祉事務所の所掌事務について,社会福祉事業法上,社会福祉六法を所掌するものと規定されているが,最近六法以外の
事務が増大し,福祉事務所が地域社会における社会福祉のセンターとしての性格を強めてきている。
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各論
第4編  社会福祉はどのようにすすめられているか
第4章  社会福祉施設と社会福祉サービス
第2節  福祉事務所および福祉センター
2  福祉センター

福祉センターは,市町村の地域において,児童から老人にいたるまで,広く住民の福祉を増進するための場と
して市町村が設置する施設である。福祉センターは昭和41年度から国民年金特別融資の対象に加えら
れ,44年度までに150市町村に対し総額33億5,520万円にのぼる融資が行なわれている。

福祉センターは,レクリエーシヨン室,子供の遊び場,老人いこいの室,図書室等の設備を設け,住民に利用さ
せるほか,民生委員・児童委員等による各種相談事業をはじめ,教養,文化レクリエーション等の場の提供会
議場・結婚式等の提供等各種事業を行なつている。

福祉センターの運営は,地域住民が気軽に利用できるよう心掛けなければならないものとされ,利用料を取
る場合にも適正な原価によるものとされている。
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1  民生(児童)委員

民生委員は,地域住民の福祉増進のための相談指導調査等の自主的活動を中心に,福祉事務所その他関係行
政機関への協力活動を行なう社会奉仕者であり,名誉職として厚生大臣が委嘱する。また,児童委員を兼ね
て児童福祉,母子福祉等の活動に従事している。任期は3年で現在の定数は13万1,519人,そのうち婦人民生
委員が3万9,088人で全体の3割を占めている。

第4-4-8表 民生(児童)委員の活動状況(44年度)

民生(児童)委員の活動状況は第4-4-8表にみられるようにきわめて広い範囲にわたつており,その重要性は
増している。国としても,地域住民が気軽に相談指導等を受けられるための場を提供するとともに,民生委
員の自己研修にも役立てる目的で35年度から心配ごと相談所に対する補助を行なつており,45年度には
2,800か所に対して補助がなされることになつている。

最近における民生委員の活動の問題として都市部においては,人口の流動性が大きいことなどもあつて民
生委員がその地域に浸透することが困難となつており,都市における積極的な民生委員活動が今後の課題
である。
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2  社会福祉協議会

社会福祉協議会は,地域社会において住民が主体となり,公私の社会福祉事業関係者やこれに関心と熱意を
持つ者の参加,協力を得て,その地域社会の社会福祉諸活動の総合調整を図り,組織化,効率化を促進するこ
とを目的とする民間組織である。この社会福祉協議会は,全国の市町村都道府県および中央の各段階に組
織されており,それぞれの地域の実情に応じた活動を行なつている。

国においても,これらの活動を育成・強化するため,38年度から全国社会福祉協議会には企画指導員10人,
都道府県および指定都市社会福祉協議会には福祉活動指導員294人を設置するために補助金を支出してい
る。また,41年度からは,さらに市町村社会福祉協議会にも福祉活動専門員の設置補助を行ない,44年度ま
でに663人が設置された。さらに43年度からは都道府県社会福祉協議会の一般事務職員に対して138人の
補助を行なつている。

こうしたことから,組織体制の整備も年々すすみ,市町村段階の社会福祉協議会でも,その結成率はほとんど
100%に近くなつている。また,専任職員数の増加,社会福祉法人化の傾向もいちじるしいものがある。
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3  共同募金

共同募金は,国民の善意を基盤とし,民間社会福祉事業を推進するための財源を造成しようとする自主的な
全国的国民運動であり,わが国の民間社会福祉事業の振興に果たしてきた役割はきわめて大きいものがあ
る。

この運動は,各都道府県に組織された共同募金会,およびその連絡調整機関としての中央共同募金会により
実施されるが,その具体的な募金活動は毎年約250万人のボランティアにより行なわれている。第4-4-1
図でみるようにその実績は年々増加しており,44年度の総額は43億8,338万円で43年度に比して12.8%の
のび,目標額の135.3%となつている。これを一般募金と歳末たすけあい募金に大別すれば一般募金は30億
9,691万円(対43年度のび率12.5%),歳末たすけ合い募金は12億8,647万円(対43年度のび率13.4%)で,相対
的にみると一般募金ののびがここ数年来低くなつている。全体としても,国民経済の拡大や物価の上昇を
考えれば,その実質的なのびは満足できるとはいえないものがある。

第4-4-1図 共同募金実績額
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募金方法別では,戸別募金の占める割合が大きく(69.0%),法人募金(19.3%)を加えるとほぼ全体の9割に近
い。とくに43年度には減少を示した法人募金ののびが目立つている(対43年度のび率41.2%)。

この配分は,各都道府県ごとに自主的にきめられるが,在宅の寝たきり老人や心身障害児(者)のための援護
事業に対しては全国共通の特別配分が設けられている。配分の状況は第4-4-2図のとおりであるが各種福
祉施設の整備充実に重点がおかれているほか,歳末たすけあい14億円,こどもの遊び場づくりなどの小地域
福祉事業12億円が大口の配分となつている。

第4-4-2図 共同募金配分の状況

厚生白書（昭和45年版）



  

(C)COPYRIGHT Ministry of Health , Labour and Welfare

厚生白書（昭和45年版）



  

各論
第4編  社会福祉はどのようにすすめられているか
第4章  社会福祉施設と社会福祉サービス
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1  世帯更生資金貸付制度

世帯更生資金貸付制度は,低所得世帯等に対して生業費,医療費などを低利で貸し付けるとともに,必要な援
助指導を行ない,その世帯の経済的自立と生活意欲の助長促進を図り,安定した生活を営なめるようにする
ことを目的とするものである。この制度は,必要とする資金を単に貸し付けるだけでなく,それと併行して
民生委員が借り受け世帯に対して,その独立自活に必要な生活面での個別的な援助指導を行なうという点
が特色となつている。

貸付業務の実施主体は,都道府県社会福祉協議会であり,貸し付けに要する資金は,全額を都道府県が都道府
県社会福祉協議会に補助し,国は都道府県が補助する費用の2/3を都道府県に対し補助することになつてい
る。貸付原資は年々累増されており,都道府県からの補助額は昭和44年度17億1千万円を加えて累計171億
円余が都道府県社会福祉協議会において運用されている。

貸付資金の種類は,第4-4-9表のとおり7種類となつており,制度の内容改善を図ることから貸付条件等の改
善を行なつているところであるが,45年度においては,4月より一部貸付限度額の引き上げ(更生資金および
身体障害者更生資金の生業費15万円を20万円に,特に必要と認められる場合30万円を40万円に,同技能習
得費,月額2,500円を月額3,000円に,生活資金の出産費8,000円を特に必要と認められる場合2万円に引き上
げる。)貸付対象範囲の拡大(修学資金の貸し付け,高等学校または高等専門学校を高等学校,短期大学また
は高等専門学校に拡大),制度運営上の取り扱いの改善(災害の場合の据置期間の延長,生活資金の生活費の
貸し付けの特例,償還金の支払免除等)などを行なつた。今後も情勢に応じて制度の改善を図つて行く必要
がある。

第4-4-9表 世帯更生資金貸付条件覧
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貸付状況は第4-4-10表のとおりとなつており,44年度末までに累計321億8千万円,延べ貸付人員は41万4千
人に達している。おもな傾向としては,更生資金,身体障害者更生資金が毎年度全体のほぼ半分を占めてい
ることと,住宅資金の伸長があげられる。

第4-4-10表 世帯更生貸金貸付決定状況

また,償還の状況をみると,償還期日到来額に対する償還済額の比率は年々向上しており,44年度においては
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87.0%となつている。

この制度の今後の問題としては,社会情勢および国民生活の実態の変動と低所得世帯の資金貸し付けの需
要に即した制度内容の改善を図るとともに,貸付業務実施機関の事務体制の充実強化を推進することであ
る。
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2  授産事業

授産事業は,労働能力の比較的低い低所得者等に対し就労の機会を与え,または技能を修得させてその保護
と自立更生とを図ることを自的としている。

授産施設には,生活保護法に基づく授産施設(保護授産施設)と社会福祉事業法に基づく授産施設(社会事業
授産施設)とがあり,行なわれている作業種目は,縫製,印刷製本,クリーニング,電気部品加工等多岐にわたつ
ている。

授産事業は一定の施設に通つて行なう施設授産がたてまえとなつているが,稼働能力はありながら育児や
病人の看護などの事情で毎日施設に通うことが困難な人々のため,家庭においても簡単な作業ができるよ
うに家庭授産も行なわれている。

授産施設の現況は第4-4-11表のとおりで,施設数は,施設授産292か所,うち家庭授産を併設しているもの
104か所,利用者数は,施設授産8,727人,家庭授産7,916人,合計16,643人となつている。

第4-4-11表 授産施設の現況(44年12月末現在)

授産事業は,近年施設数,利用者数とも漸減の傾向にあるが,原因としては,経済の安定向上に伴う就労機会
の増大による利用者の減少等が考えられる。しかし,一般労働市場の就業になじみにくい人々に対する施
策として,なお重要な役割を果たしている。
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3  公益質屋

公益質屋は,市町村(特別区を含む)または社会福祉法人が設置経営するもので,民営質屋と比較すると,流質
期限,利率その他の点で質置主体位の制度となつており,低所得者に利用されている。

近年における公益質屋の設置状況および貸付状況は,第4-4-3図のとおりで,利用者の減少などにより年々
減少の傾向にあるが,44年度において約47万件,22億円の貸し付けが行なわれているということは,なお相
当の数にのぼる利用者がいることを示しているもので,公益質屋が設置されている重要な意義があるもの
といえる。なお住民に対して制度内容の周知を図るなど,地域の実情に応じた利用者のための適切な配意
が望まれるものである。

第4-4-3図 公益質屋数および貸付状況の推移
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4  低家賃住宅

公営住宅は,現在,収入月額2万4,000円をこえ4万円以下の階層を対象とする第一種住宅と,月収2万4,000円
以下の階層を対象とする第二種住宅とに分れている。

このうち,第二種公営住宅については,低所得者の生活に重大な関連を有するところがら,厚生大臣はその建
設計画の作成,家賃および入居条件等の変更その他について,建設大臣から協議を受けている。

公営住宅の建設は,公営住宅法に基づき年次計画により,行なわれているが,44年度末現在の建設戸数は約
137万4,000戸で,その内訳は第一種住宅が65万7,000戸,第二種住宅が54万9,000戸,災害その他の住宅16万
8,000戸となつている。44年度においては,第一種住宅4万2,375戸,第二種住宅5万7,343戸,災害住宅48戸が
それぞれ建設された(第4-4-4図参照)。

なお,41年6月に制定された住宅建設計画法においては,45年度までに「一世帯一住宅」の実現を図るため
の住宅建設五か年計画が実施されている。これによると第一種住宅17万6,000戸,第二種住宅26万4,000戸
(公営住宅の6割)の建設が行なわれることになつている。

第4-4-4図 公営住宅建設の推移
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都道府県においては,建設部局および民生部局の緊密な連絡のもとに,低所得階層の住宅事情のはあく,入居
に際しその家賃,敷金の減免,徴収猶予措置の配慮など法の施策の促進が図られている。また,母子世帯,老
人世帯,身体障害者世帯,引揚者世帯等に対しては,公営住宅の枠内で特定目的住宅を設け,44年度において
は,母子世帯向住宅1,666戸,老人世帯向住宅664戸,身体障害者向住宅817戸,引揚者向住宅150戸,特別低家賃
住宅4,294戸がそれぞれ建設され,入居に際して優先的な取り扱いが行なわれている。

  

(C)COPYRIGHT Ministry of Health , Labour and Welfare

厚生白書（昭和45年版）



  

各論
第4編  社会福祉はどのようにすすめられているか
第4章  社会福祉施設と社会福祉サービス
第5節  消費生活協同組合

消費生活協同組合は,一定の地域または職域において,消費者みずからがその生活の向上をはかるため自発
的に組織する協同組織体である。組合が行なう事業には,生活必需品の供給,理美容施設,食堂,病院等の協
同施設の利用,火災,生命,交通災害等の事故に対する共済,教育文化の事業等がある。

組合数は連合会を含めて昭和44年3月31日現在1,213で前年とほとんど変わらないが,組合員数は1,008万
人に達して前年より77万人の増加となつており,そのうち過半数の613万人が共済事業を行なう組合の組
合員となつている。

事業の状況をみると,供給事業の43年度における供給高は1,494億円で,食料品がその半分近くを占めてお
り,土地建物も著しく増加している。

利用事業は,利用高195億円で,食堂,病院がその大半を占めている。

共済事業は,火災共済金額の最高限度を500万円に引き上げた組合も現われ,また,交通事故の激増に対処す
る交通災害共済のほか,自動車共済としての対人賠償・対物賠償共済を行なう組合も現われている。

住宅事業は,年金福祉事業団からの借入資金に依存している組合が多く,この融資は重要なものになつてい
る。年金福祉事業団の融資は,住宅のほか療養施設,厚生福祉施設についても行なわれており,この貸付額は
36年度から44年度まで総額91億円にのぼつている。

消費生活協同組合は,戦後の日用必需品の確保を中心とするものから,近年は生活全般にわたり事業を拡大
しているが,最近は日本経済における最大の課題の一つとなつている物価対策からもその果たす役割が注
目されてきている。すなわち,消費生活協同組合は,青果物,食肉,鶏卵,冷凍水産物等について農業協同組合
および漁業協同組合と直結して計画出荷をすすめ,組合員に消費物資を安定的に供給しており,また,共同仕
入れによる流通経費の節約などを行なつて組合員の消費生活の向上を図つている。今後,これらの施策を
さらにすすめるためにも出資金の増額等による自己資本の充実,組合員の自主的活動の強化促進等組合の
体質強化についていつそうの配慮が望まれるところである。
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1  災害救助

災害救助法は,一定規模以上の災害が発生した場合,被災者の保護と社会秩序の保全を図ることを目的とし
ており,国が地方公共団体,日本赤十字社その他の団体および国民の協力のもとに応急救助を実施するもの
である。

昭和44年度に発生した災害にかかる災害救助法の適用状況は第4-4-13表のとおりであり,6月下旬から7月
上旬に鹿児島,宮崎,福岡を中心に被害をもたらした集中豪雨,ついで新潟県他4県に被害を出した8月集中豪
雨等の災害にみられるように,大きな被害が発生した災害もあつた。44年度の災害の被害状況および救助
費用を示せば第4-4-14表のとおりである。

第4-4-12表 消費生活協同組合の事業種類別組合数

第4-4-13表 災害救助法の適用状況
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第4-4-14表 災害の被害状況および救助費用

このように,災害救助法が適用された災害に対しては都道府県知事は,現に救助を必要とする者に対し
て,(1)収容施設の供与,(2)たき出しその他による食品の給与および飲料水の供給,(3)被服,寝具その他生活必
需品の給与,(4)医療および助産,(5)災害にかかつた者の救出,(6)災害のかかつた住宅の応急修理,(7) 学用品
の給与などの救助を行なつている。

国は,都道府県の救助に要した費用の合計額が100万円以上となる場合に,その合計額と当該都道府県のそ
の年度の標準税収見込額との割合に応じ50/100～90/100までの負担をする)とになつている。

44年度において都道府県が救助に要した費用の総額は約1億6千万円,国庫負担所要額は約8千万円であつ
た。

なお,前述の救助の程度,方法および期間ならびに実費弁償については,都道府県知事が定めることとなつて
いるが,その場合の基準を国においては,災害救助の趣旨等からみて,諸物価の動向,その他の事情を考慮し
実態に即するよう44年度においても改善を図つている。このうち,救助の程度,方法および期間についての
おもなる改善状況は,(1)応急仮設住宅の一戸当たりの設置費用を19万円から22万円に引き上げたこと,(2)
たき出しその他による食品の給与を実施するため支出できる費用を1人1日当たり150円から170円に引き
上げたこと,(3)庄家が全壊した世帯に対して被服・寝具その他生活必需品の給与または貸与のため支出で
きる費用を世帯構成員数に応じて冬季500～1,500円引き上げたこと,(4)住宅の応急修理のため支給できる
費用を47,000円から55,000円引き上げたことなどである。
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2  婦人保護

売春防止法による要保護女子(性行または環境に照して売春を行なうおそれのある女子)の保護更生に関す
る業務は,婦人相談所,婦人相談員,および婦人保護施設などが中心となつて実施している。

婦人相談所は,各都道府県に46か所設置されており,相談,調査,判定,指導および一時保護等を業務としてい
る。婦人相談員は,都道府県および市に475人設置されており,相談,指導等の業務を行なつている。

婦人相談所,婦人相談員が取り扱つた対象者は,売春防止法施行当時においては大半が売春経歴のあるもの
であつたが,最近では70%が売春経歴のないものとなつており,これらの機関の活動の重点が,転落した女子
の更生から,転落の未然防止に移りつつあることがうかがえる。また,年齢別構成をみると,20歳代が最も多
く,44年度婦人相談所受付総数の31.6%,ついで30歳代が29.2%を占めている。特に最近の特徴としては,40
歳代が20.4%と年々,高年齢化の傾向にある。また,これら機関の相談受付件数は,第4-4-15表のとおり横ば
いの傾向を示している。一方,これら受付件数を相談経路別にみると第4-4-16表のとおり,本人自身が婦人
相談所あるいは婦人相談員を訪れるケースの割合が最も大きく,年々増加傾向を示しており,これらの機関
が広く要保護女子の相談相手として,機能を十分に発揮し,着実に成果をあげていることを示している。

第4-4-15表 婦人相談所および婦人相談員の年度別受付件数

第4-4-16表 経路別受付状況の構成比
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都道府県,市または社会福祉法人が設置している婦人保護施設(全国61か所)は,要保護女子を収容保護し社
会復帰に必要な生活指導,職業指導等を行なつている。

これら施設に収容されている要保護女子の最近の特徴は知能指数70未満のいゆわる精神薄弱者が年々増
加しつつあることである(39年度,40.8%,45年度,54.0%)。これがため,被収容者の生活指導のあり方も長期
にわたる地道な指導が必要となつてきている。

さらに,近年売春の態様は潜在化の傾向にあり,要保護女子のはあく等に困難をきたしており,今後の婦人保
護事業の運営にあたつては,婦人保護事業関係機関を中心に,社会福祉,公衆衛生,法務,警察等関係機関との
有機的な連けいを図ることにより,啓蒙,調査,指導等の活動の積極的な実施等のいつそうの強化が強く要望
されている。

また,一沖縄における婦人保護事業については,45年6月8日琉球立法院において売春防止法が可決成立
し,47年7月1日から全面施行(婦人の保護更生関係は同年1月1日施行)されることとなつた。
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3  地方改善事業

(1)  同和対策事業

「同和地区」あるいは「未解放部落」といわれる地区は,昭和42年総理府が行なつた実態調査によれば,全
国で3,545地区となつている。また,これらの地区における同和関係世帯数は,約26万,人口は107万人とな
つている。これを地方別にみると,おもに近畿・中国地方など西日本に多い。

これらの地区は,生活水準は総体的に低く,なかでも生活環境は立地条件が劣悪であるので,保健衛生上,災
害予防上憂慮すべき状態にある。

厚生省においては,同和地区の環境改善を目的とする諸施設の設置,地域住民の生活改善,保健福祉の増進を
図るための隣保事業の育成等を通じて同和対策を推進している。

同和対策として,厚生省が28年以降44年までに市町村に国庫補助を行なつた施設整備事業の施設の種類お
よび実績は, 第4-4-17表のとおりである。

第4-4-17表 同和対策事業施設設置状況

同和問題は,単に厚生省が行なう事業のみで解決できるものではなく,ひろく一般国民の理解と認識にあわ
せて,関係各省の施策が有機的,総合的に実施されることが必要である。従来の同和対策は,34年に閣僚懇談
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会において了承された「同和対策要綱」に基づいて行なわれてきたが40年8月同和対策審議会が総理大臣
からの諮問にこたえて,「同和地区に関する社会的および経済的諸問題を解決するための基本方策につい
て」の答申を行なつた。この答申においては,環境改善,社会福祉,産業,職業,教育,人権問題等についてその
対策を提案するとともに,必要な施策を総合的,計画的に実施することならびに特別措置法の制定の必要な
ことなどが述べられている。

各省においては,この答申に基づいて,44年度を初年度とする長期10か年の計画を策定した(44年7月8日閣
議了解)。この長期計画は,同和地区住民の社会的経済的地位の向上を不当にはばむ諸要因を解消すること
を目標とし,このため同和地区と他地域との格差是正を図るとともに,国民に対する積極的な啓発活動を行
なうこととされている。計画期間は前後それぞれ5年間に分け,前期計画では施策全般について社会的経済
的諸事情を考慮しつつおくれた部門の施策の促進に努め,後期計画では前期計画の実施状況に検討を加え,
総合的効果的な同和対策の推進を図ることとされている。

厚生省においては,主として同和地区の生活環境の改善,隣保事業の充実,社会福祉および保健衛生の向上を
図るための諸施設の整備等を行なうこととされている。

一方,これらの事業を円滑に実施するため,同和対策事業特別措置法が44年7月公布施行された。

この法律は,国および地方公共団体が協力して行なう同和対策事業の目標を明らかにするとともに,国の行
なう施策を規定し,事業実施に要する経費について特別な助成を行なうこととされている。

既に,事業実施の初年度を迎えた今日,同和対策事業は,この法律と長期計画のいわば両輪によつて,10か年
の時限内になおいつそう強力に推進されることとされている。 

(2)  不良環境地区改善事業

同和地区のほかにも,都市におけるスラム,北海道における旧土人集落,石炭産業の不況の影響を受けた産炭
地等においては,積極的な環境改善事業が必要である。

厚生省においては,これらの地域に対して不良環境地区改善施設の整備を行なつているが,施設の種類およ
び実績は, 第4-4-18表のとおりである。

また,大阪市の愛隣地区に対しては,愛隣総合センターの一環である愛隣病院(100床)の建設費に対し,43
年,44年の2か年計画で国庫補助が行なわれたが,45年10月から総合病院として運営が開始されることとな
つた。

第4-4-18表 不良環境地区改善施設設置状況
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4  へき地対策

へき地においても積極的な対策が必要であるが,厚生省では40年度からへき地保健福祉館の設置に対して
国庫補助を行なつている。へき地保健福祉館は,へき地住民に対し,各種の相談,講習会,集会,保育,授産など
を行ない,保健福祉の積極的な増進を図ろうとするもので,44年末までに91か所が設置されている。
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